
備考

⑦

3　　4. 退職等

　　5. 死亡

　　7. 75歳到達（健康保険のみ喪失）

　　9. 障害認定（健康保険のみ喪失）

日死亡）

⑧

年（令和　

　　11. 社会保障協定

4

53 1 0生 年
月 日

5．昭和

7．平成

9．令和

③②①

個 人
番 号

基礎年
金番号

9.

000

資格確認書回収

0

1

0000 令
和

0 8

日退職等）8

00 0 1
喪 失

（不該当）
原 因

該当する項目を○で囲んでください。

氏　　名

（令和　

月

年 月

70歳以上被用者不該当
（退職日または死亡日を記入してください）

不該当年月日

70歳
不該当

31

添付 枚

返不能 枚

0 1

1．二以上事業所勤務者の喪失

2．退職後の継続再雇用者の喪失

　　3．その他

年金

ネンキン タロウ

太郎

9.

令和

喪 失
年月日

⑤

000

被保険者
整理番号

被

保

険

者

1

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（氏） （名）

年 月 日

年 月 日

④ ⑥

年 月 日

2．退職後の継続再雇用者の喪失 返不能 枚
不該当年月日

　　3．その他 添付 枚 70歳
不該当

　　9. 障害認定（健康保険のみ喪失）

　　11. 社会保障協定

2 1 0 9

3 1
9.

令和 0 8 0 3

⑦
該当する項目を○で囲んでください。 資格確認書回収 ⑧

70歳以上被用者不該当
（退職日または死亡日を記入してください）

備考 1．二以上事業所勤務者の喪失

年 月 日死亡）

8

⑤ 9.

0 8 0喪 失
年月日

令
和

4 3

0 0

8 年 3 月 31 日退職等）

4 0 1

　　4. 退職等 （令和　

喪 失
（不該当）
原 因

　　5. 死亡 （令和　

　　7. 75歳到達（健康保険のみ喪失）

①

2

② コウネン

被保険者
整理番号

氏　　名 1
厚年 花子

生 年
月 日

ハナコ ③ 5．昭和

7．平成

9．令和

2 9 1

9 8 7 6 5

個 人
番 号

基礎年
金番号

被

保

険

者

1

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（氏） （名）

年 月 日

年 月 日

④ ⑥

年 月 日

事業主・社会保険事務担当の皆さまへ

社会保険事務のポイント Vol.12「日本年金機構からのお知らせ」

今回は「被保険者資格喪失届/70歳以上被用者不該当届」における留意点等についてご紹介します。

裏面：ケース３

「被保険者資格喪失届／70歳以上被用者不該当届」は従業員の退職や死亡等により、健康保険および
厚生年金保険の資格を喪失する者が生じた場合に、事実発生から５日以内に事業主が行うものです。
以下にケースごとの留意点をまとめています。

ケース１ 被保険者が退職または亡くなった場合
（健康保険および厚生年金保険の資格喪失） 退職の場合は「４．退職等」に退職日、

亡くなった場合は「５．死亡」に死亡日
を記入

ケース２ 70歳以上被用者が退職または亡くなった場合
（健康保険の資格喪失および厚生年金保険70歳以上被用者の不該当）

厚生年金保険は70歳まで加入する必要があります。厚生年金保険70歳以上被用者は適用事業所に使用され
る70歳以上の方で過去に厚生年金保険の被保険者期間を有する方が該当します。
なお、健康保険は後期高齢者医療保険に加入する時（通常は75歳）まで加入します。

被保険者期間

厚生年金保険

健康保険

70歳 75歳

被保険者期間

後期高齢者医療保険（※）

ケース１と同様

死亡による資格喪失の場合は基礎年金番号を記入してください

被用者期間

【一般的な厚生年金保険と健康保険の適用区分】

☞Ｃｈｅｃｋ
退職日または死亡日の翌日を記入

☞Ｃｈｅｃｋ
事実発生年月日と同日を記入

（退職日または死亡日と同日）
（注）すでに後期高齢者医療保険の加入により健康保険の資格を
喪失している方など70歳以上被用者不該当のみの届出の場合は、
⑤喪失年月日の記入は不要です。

死亡による資格喪失の場合は基礎年金番号を記入してください

（※）75歳未満の方であっても一定の要件を満たすと後期高齢者医療保険の被保険者となる場合があります。

（参考）被保険者と厚生年金保険70歳以上被用者の違い
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①

3

② ケンポ

被保険者
整理番号

氏　　名 8
健保 一郎

生 年
月 日

イチロウ ③ 5．昭和

7．平成

9．令和

3 9 0

1 1 1 1 1

個 人
番 号

基礎年
金番号

6 0

8 年 3 月 31 日退職等）

4 0 1

4. 退職等 （令和

喪 失
（不該当）
原 因

5. 死亡 （令和　

7. 75歳到達（健康保険のみ喪失）

⑦
該当する項目を○で囲んでください。 資格確認書回収 ⑧

70歳以上被用者不該当
（退職日または死亡日を記入してください）

備考 1．二以上事業所勤務者の喪失

年 月 日死亡）

1

⑤ 9.

0 8 0喪 失
年月日

令
和

1 1

　　3．その他 添付 枚 70歳
不該当

9. 障害認定（健康保険のみ喪失）

11. 社会保障協定

1 1 1 1

2．退職後の継続再雇用者の喪失 返不能 枚
不該当年月日

9.

令和

被

保

険

者

1

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（氏） （名）

年 月 日

年 月 日

④ ⑥

年 月 日

https://www. 
nenkin.go.jp

日本年金機構ホームページ

https://www.nenkin.go.jp/service 
/kounen/info/jimupoint.html

「社会保険事務のポイント」バックナンバーページ

ケース３ 60歳以上の方を退職後1日の間もなく継続し再雇用する場合

60歳以上の方を退職後継続し再雇用する際には、使用関係がいったん中断したものとみなし、事業主か
ら被保険者資格喪失届および被保険者資格取得届を提出していただく取り扱いが可能です。
ただし、この取り扱いを行う場合、退職した後、新たな雇用契約を結んだことを明らかにできる書類を
添付する必要があります。
【添付書類の一例】

・就業規則、退職辞令の写し（退職日の確認ができるものに限る。）
・雇用契約書の写し（継続して再雇用されたことがわかるものに限る。）

・「退職日」および「再雇用された日」が記載された、継続再雇用に関する事業主の証明書

年 月 日提出

Ｓ3年

協会けんぽご加入の事業所様へ

※ ７５歳以上等で７０歳以上被用者該当届のみ提出の場合は、「⑩備考」欄の「１.７０歳以上被用者該当」

　　 および「５.その他」に○をし、「５.その他」の（ ）内に「該当届のみ」とご記入ください。

― （フリガナ）

資格確認書

発行要否3．その他（ ）

円

⑪ 日本年金機構に提出する際、個人番号を記入した場合は、住所記入は不要です。

理由：

⑫

発行が必要
1．海外在住

2．短期在留
住 所

〒

円
　　　2．二以上事業所勤務者の取得 　　5．その他 （ ）

　　3．短時間労働者の取得（特定適用事業所等）

報  酬
月  額

円

備  考 　　　1．70歳以上被用者該当 　　4．退職後の継続再雇用者の取得

㋑（現物）

⑨
㋐（通貨） ㋒（合計 ㋐+㋑）

⑩ 該当する項目を○で囲んでください。

基礎年

金番号4．船保任継

月 日 ⑧

0．無 1．有取 得
区 分

個人

番号 取得
（該当）
年月日

被 扶
養 者

3．共済出向

⑦

9.令和

年
⑤

1．健保・厚年
⑥

1．男 5．男（基金）
　　2．女 6．女（基金）
　　3．坑内員　　　7．坑内員

（基金）

被保険者
整理番号

氏 名
生 年
月 日

種  別

（氏） （名）

③
5.昭和

7.平成

9.令和

年 月 日
④① ② （フリガナ）

― （フリガナ）
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円
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理由：

⑫

発行が必要
1．海外在住

2．短期在留
住 所

〒
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3．共済出向

⑦

9.令和

年
⑤

1．健保・厚年
⑥

1．男 5．男（基金）
　　2．女 6．女（基金）
　　3．坑内員　　　7．坑内員
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氏 名
生 年
月 日

種  別

（氏） （名）

③
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7.平成

9.令和

年 月 日
④① ② （フリガナ）

― （フリガナ）
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住 所

〒
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⑨
㋐（通貨） ㋒（合計 ㋐+㋑）

⑩ 該当する項目を○で囲んでください。
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月 日 ⑧
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区 分
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番号 取得
（該当）
年月日

被 扶
養 者

3．共済出向

⑦
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年
⑤

1．健保・厚年
⑥

1．男 5．男（基金）
　　2．女 6．女（基金）
　　3．坑内員　　　7．坑内員

（基金）

被保険者
整理番号

氏 名
生 年
月 日

種  別

（氏） （名）

③
5.昭和

7.平成

9.令和

年 月 日
④① ② （フリガナ）

― （フリガナ）

資格確認書

発行要否3．その他（ ）

円

⑪ 日本年金機構に提出する際、個人番号を記入した場合は、住所記入は不要です。

理由：

⑫

発行が必要
1．海外在住

2．短期在留
住 所

〒

円
　　　2．二以上事業所勤務者の取得 　　5．その他 （ ）

　　3．短時間労働者の取得（特定適用事業所等）

報  酬
月  額

円

備  考 　　　1．70歳以上被用者該当 　　4．退職後の継続再雇用者の取得

㋑（現物）

⑨
㋐（通貨） ㋒（合計 ㋐+㋑）

⑩ 該当する項目を○で囲んでください。

基礎年

金番号4．船保任継

月 日 ⑧

0．無 1．有取 得
区 分

個人

番号 取得
（該当）
年月日

被 扶
養 者

3．共済出向

⑦

9.令和

年
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1．健保・厚年
⑥

日
④

1．男 5．男（基金）
　　2．女 6．女（基金）
　　3．坑内員　　　7．坑内員

（基金）
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種  別
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5.昭和

7.平成
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事業所
所在地

事業所
名 称

社会保険労務士記載欄

事業主
氏 名

　　氏　　名　　等

電話番号

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。

〒 -

事業所

番 号

事 業 所

整理記号 -

健 康 保 険
厚生年金保険 被保険者資格取得届

(兼)厚生年金保険 70歳以上被用者該当届
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者
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S3年

2．退職後の継続再雇用者の喪失 返不能 枚
不該当年月日

9.

令和

　　3．その他 添付 枚 70歳
不該当

9. 障害認定（健康保険のみ喪失）

11. 社会保障協定

⑦
該当する項目を○で囲んでください。 資格確認書回収 ⑧

70歳以上被用者不該当
（退職日または死亡日を記入してください）

備考 1．二以上事業所勤務者の喪失

年 月 日死亡）

年 月 日退職等）4. 退職等 （令和　

喪 失
（不該当）
原 因
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⑤ 9.

喪 失
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令和
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9. 障害認定（健康保険のみ喪失）

11. 社会保障協定

⑦
該当する項目を○で囲んでください。 資格確認書回収 ⑧

70歳以上被用者不該当
（退職日または死亡日を記入してください）

備考 1．二以上事業所勤務者の喪失

年 月 日死亡）

年 月 日退職等）4. 退職等 （令和　

喪 失
（不該当）
原 因
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7. 75歳到達（健康保険のみ喪失）
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和
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9．令和

2．退職後の継続再雇用者の喪失 返不能 枚

① ②

不該当年月日
9.

令和

　　3．その他 添付 枚 70歳
不該当

9. 障害認定（健康保険のみ喪失）

11. 社会保障協定

⑦
該当する項目を○で囲んでください。 資格確認書回収 ⑧

70歳以上被用者不該当
（退職日または死亡日を記入してください）

備考 1．二以上事業所勤務者の喪失

年 月 日死亡）

年 月 日退職等）4. 退職等 （令和　

喪 失
（不該当）
原 因

5. 死亡 （令和　

7. 75歳到達（健康保険のみ喪失）
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年月日

令
和

個 人
番 号
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金番号

生 年
月 日

③ 5．昭和

7．平成

9．令和

)

① ②

被保険者
整理番号

氏　　名

事業所
名 称

社会保険労務士記載欄

事業主
氏 名

氏　　名　　等

電話番号 (

事業所
所在地

〒 -

届書記入の個人番号に誤りがないことを確認しました。

事業所
番 号

事 業 所

整理記号 ―

健 康 保 険
厚生年金保険

(兼)厚生年金保険 70歳以上被用者不該当届
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保
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被
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険

者

２
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険

者

３

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（氏） （名）

年 月 日

年 月 日

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（氏） （名）
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（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（氏） （名）

年 月 日

（ﾌﾘｶﾞﾅ）

（氏） （名）

年 月 日

④ ⑥

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

提

出

者

記

入

欄

月 日④ ⑥

年 月 日④ ⑥

年 月 日④ ⑥

年

年 月 日

年 月 日

年 月 日

在職中に70歳に到達された方の

厚生年金保険被保険者資格喪失

届は、この用紙ではなく『70歳到

達届』を提出してください。

受付印

年 月 日

年 月 日

年 月 日

被

保

険

者

4

（例１）
・就業規則、退職辞令の写し
・雇用契約書の写し

（例２）
・継続再雇用に関する事業主
の証明書

【この取り扱いを行う場合に届出が必要な書類】

②被保険者資格取得届①被保険者資格喪失届 ③添付書類

①、②、③の書類を
同時に提出する必要
があります。

　　5．その他 （

⑫

発行が必要資格確認書

発行要否

）

3．その他（

0 8 0 4 0 1

理由：

⑩

1 1

⑦
年 月 日

㋒（合計 ㋐+㋑）

02 8 0

（フリガナ）〒 ―
1．海外在住

2．短期在留

）

⑧

0．無1

該当する項目を○で囲んでください。
　　3．短時間労働者の取得（特定適用事業所等）

報  酬
月  額

円

備  考 　　　1．70歳以上被用者該当 　　4．退職後の継続再雇用者の取得

㋑（現物） 0 　　　2．二以上事業所勤務者の取得
円

1．有取 得
区 分

個人

番号 取得
（該当）
年月日

被 扶
養 者

円

9.令和1 1 1

④

1．男 5．男（基金）
2．女 6．女（基金）
3．坑内員　　　7．坑内員

（基金）

被保険者
整理番号

氏 名
生 年
月 日

種  別

③
5.昭和

7.平成

9.令和

（氏）

健保

（名）

一郎

ケンポ イチロウ
（フリガナ）

年 月 日

3 09 6 0 8

3．共済出向

基礎年

金番号

1 1 1 1 1

① ②

⑤
1．健保・厚年

⑥

1
4．船保任継

⑨
㋐（通貨） 280,000

住 所

0 0
日本年金機構に提出する際、個人番号を記入した場合は、住所記入は不要です。⑪

被

保

険

者

１

　　　　　

☞Ｃｈｅｃｋ
喪失年月日と取得（該当）年月日は同日を記入

☞Ｃｈｅｃｋ
各届書の備考欄の以下の項目に〇をつける
資格喪失届「２.退職後の継続再雇用者の喪失」
資格取得届「４.退職後の継続再雇用者の取得」

【届書記入時の留意点】
被保険者資格喪失届

被保険者資格取得届

退職日の分かる書類と再雇用
されたことがわかる書類の両
方が必要です。

例１

例２

☞Ｃｈｅｃｋ
喪失年月日は退職日の翌日を記入

2603 1017 014
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